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平成２２年度第３回 宮城県行政評価委員会大規模事業評価部会 議事録 

 

日時：平成２２年１２月１日（水）午前１０時から午前１１時２０分まで 

場所：宮城県行政庁舎４階 特別会議室 

 

出席委員：増田  聡 委員  浅野 孝雄 委員  奥村  誠 委員 

京谷 美智子 委員  小林 達子 委員  西出 優子 委員 

福田  稔 委員 

 

司 会  定刻となりましたので，ただいまから平成 22 年度第３回宮城県行政評価委員会

大規模事業評価部会を開催いたします。開会に当たりまして，佐藤企画部長より

挨拶を申し上げます。 

 

企 画 部 長  開会にあたりまして，一言，御挨拶を申し上げます。 

本日はお忙しい中，今年度３回目の大規模事業評価部会に御出席いただき，誠

にありがとうございます。 

今年度は既に２回ほど部会を開催いたしまして，大島架橋事業と登米地区統合

校に係る校舎等改築事業の２件について，審議と現地調査を行っていただいてお

ります。本日の第３回部会では，本日付けで知事から行政評価委員会へ諮問させ

ていただいた拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整備事業について，御審議及

び現地調査をお願いしたいと考えております。後ほど，事務局から本日の行程に

ついて御説明いたしますが，午前中は，この会議室において御審議いただき，午

後は，引き続き現地調査を行っていただくという予定でございますので，よろし

くお願い申し上げます。 

本来なら３件合わせて御審議をお願いするというのが通常だと存じますが，こ

ちらの準備の都合上，変則的な日程にせざるを得なかったということについて，

委員の皆様に御負担をおかけしていることをお詫び申し上げます。 

今回の「拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整備事業」につきましては，事

業の必要性，有効性，適時性等の観点から総合的に判断いたしました結果，県と

しては事業の実施は適切としておりますが，さらに，委員の皆様の，より専門的

な視点から，県の自己評価結果の適切性，妥当性について御審議いただきたいと

考えております。大変お忙しい時期に，タイトなスケジュールで御審議をお願い

いたしまして，誠に恐縮ではございますが，県行政における効率的，効果的な事

業執行のため，忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げまして，御挨拶

とさせていただきます。 

 

司 会  本日は，増田部会長をはじめ，７名の委員に御出席をいただいております。行

政評価委員会条例第４条第２項の規定による定足数を満たしておりますので，会

議は有効に成立しておりますことを御報告いたします。なお，井上委員におかれ

ましては，所用のため欠席する旨の連絡をいただいております。 

会議に入ります前に，資料の確認をさせていただきます。まずは，次第，裏面

が出席者名簿となっております。それから，審議資料，諮問の写しになります。

資料１，平成 22 年度大規模事業評価部会の進め方について。それから，拓桃医療
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療育センター・拓桃支援学校整備事業の参考資料をお配りしております。 

また，評価調書につきましては，本日御持参いただくということでお願いして

おりましたが，もしお手元にない場合は，事務局へお申し付け願います。よろし

いでしょうか。 

それでは，これより議事に入りますが，御発言の際には，机正面にございます

マイクスイッチをオンにして，マイクのランプが点灯したことを確認してからお

話しください。また，発言が終わりましたら，スイッチをオフにお願いいたしま

す。 

では，増田部会長，議事進行につきまして，よろしくお願いいたします。 

 

増田部会長  おはようございます。それでは議事に入りたいと思います。 

最初に，議事録署名委員の指名ですが，今回は西出委員と福田委員にお願いし

たいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

次に，会議の公開についてです。宮城県行政評価委員会運営規程第５条に基づ

き，当会議は公開といたします。傍聴の方もいらっしゃっておりますが，本会場

に掲示してあります行政評価委員会傍聴要領に従って，傍聴をお願いいたします。

さらに，写真撮影，録画等につきましては，事務局職員の指示に従って，会議の

妨げにならないようにお願いいたします。 

それでは，それぞれの議事に入る前にお手元の審議資料を御覧下さい。今年度

３件目の対象事業になりますが，拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整備事業

に関する大規模事業評価について，知事から行政評価委員会委員長へ諮問がなさ

れております。行政評価委員会条例及び運営規程に従って，大規模事業評価につ

いては，本部会で調査，審議するということになっておりますので，委員の皆様，

よろしくお願いいたします。 

本日の議事は２点ありますが，まず第１点目は平成 22 年度大規模事業評価部会

のこれからの進め方です。第２点目は大規模事業評価対象事業の審議についてで，

具体的に先ほどの対象事業の審議ということになっております。この後，事務局

から具体な説明がございますが，本日の午後には現地調査もあり，長時間になり

ますが，円滑な議事進行に努めてまいりますので，御協力をよろしくお願いいた

します。 

それでは，次第に従って議事を進めたいと思います。（１）部会の進め方につ

いて，事前に私と事務局で調整しております資料がございますので，事務局から

説明をお願いいたします。 

 

政 策 課 長  それでは議題の一番目，部会の進め方について御説明を申し上げます。 

資料１を御覧ください。表の左側，「大島架橋事業」，「登米地区統合校に係

る校舎等改築事業」について記載しておりますが，こちらは既に審議に入ってお

り，予定について変更ございませんので，説明は省略いたします。 

資料の右側，本日諮問いたしました「拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整

備事業」の欄を御覧下さい。先ほど，増田部会長から御説明がありましたとおり，

今年度，３件目の対象事業といたしまして，知事から諮問いたしましたので，本

日の第３回部会におきまして，１回目の審議及び現地調査をお願いしておりま

す。   
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今後は，年明けに開催されます第５回部会において，当該事業に関し２回目の

審議及び答申とりまとめをいただき，１月中旬には，大規模事業評価部会を代表

して，増田部会長から知事へ答申をいただくというスケジュールで進めていきた

いと考えておりますので，よろしくお願いいたします。なお，年明けの部会開催

日程につきましては，委員の皆様のスケジュールを調整中でありますので，詳細

については，追って御連絡いたします。御協力のほど，よろしくお願いいたしま

す。 

次に資料１の裏面を御覧下さい。本日の部会のスケジュールについて御説明い

たします。このあと，午前はこの会議室におきまして御審議をいただき，午後か

らは現地調査を予定しております。県庁からマイクロバスで移動いたしまして，

最初にこども病院において，建設予定地等について視察いただきます。次に，拓

桃医療療育センター，拓桃支援学校へ移動し，現施設の状況等について視察いた

だき，最後に，拓桃医療療育センターの会議室におきまして，現地調査のとりま

とめを行っていただく予定です。県庁到着は午後５時頃を予定しております。本

日の部会は，午前，午後の長時間の開催となりますが，よろしくお願いいたしま

す。 

 

増田部会長  ただいまのご説明について，御質問等ございますか。 

それでは，第３回部会以降については，資料１のとおり進めることといたしま

すのでよろしくお願いします。 

では次に，議事の２です。平成 22 年度大規模事業評価対象事業の審議に移りた

いと思います。先ほど事務局からお話がありましたとおり，午前中は拓桃医療療

育センター・拓桃支援学校整備事業の事業概要と，既に県が行っております事業

評価結果について，県の方から御説明いただいて，その後，質疑応答をしながら

審議を進めたいと思います。午前中の時間ですが，概ね説明 30 分，質疑 30 分の

時間配分で進めたいと思いますので，御協力をお願いいたします。 

       それでは，事業について県の方から御説明をよろしくお願いいたします。 

 

障害福祉課   説明につきましては，Ａ３版の参考資料をお手元に配付しておりますが，これ

を中心にして，あとは評価調書を参照するような形で進めさせていただきたいと

思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

それでは，Ａ３の参考資料を御覧いただきたいと思います。 

        まず，事業の概要でございます。拓桃医療療育センターですが，肢体不自由児

施設ということで秋保にございまして，非常に施設設備の老朽化が進んでおりま

して，施設の運営に支障を来しているということで，今年度の４月に拓桃医療療

育センターのあり方検討懇話会というのを設置いたしまして，今後の施設整備の

あり方について検討を進めてきたというところでございます。 

       下の方を御覧いただきますと，２．懇話会における検討状況の枠の下に，拓桃

医療療育センターの概要が書いてございます。設置が昭和 30 年ですけれども，そ

の後，47 年に全面改築をして，基本的にはその建物を今使っていると。その後，

61 年頃に改修はしておりますが，基本的には昭和 47 年の建物ということになり

ます。 

そこで，ここの下にございますように，拓桃医療療育センターの課題というと
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ころでまとめておりますが，今申し上げましたような老朽化した施設設備の更新

が大きな課題と。それから，肢体不自由児施設ということですけれども，実際に

は障害児の重度重複化というのが進んできておりまして，幅広い障害児に対する

対応が求められている，現に対応しているということがございます。それから，

県内で唯一小児リハビリテーションの専門の施設というところがございまして，

引き続きこういったような課題に対応していく必要があるということが求められ

ているというところでございます。 

その懇話会の中で，下の表にございますように，６回にわたって検討をしてま

いりました。その結果といたしまして，県立のこども病院との一体的な機能連携

を前提に整備すべきとの方向性が懇話会の方から出されたというところでござい

ます。その検討結果を踏まえまして，県といたしましては，拓桃医療療育センタ

ーはこども病院の敷地に，宮城広瀬高校の敷地の一部を使用して整備をするとい

うこと。それから，検討結果では一体的な機能連携を前提にということでしたの

で，両施設が一体的に連携しながら機能が発揮できるように，渡り廊下で接続す

るような形で整備をいたしまして，さらにその運営主体についても，現在県立と，

それから独立行政法人ということになっておりますので，運営主体についても今

後一体化をすることを前提に検討してまいりたいというふうに考えております。 

それから，現在，拓桃医療療育センターに入っている子どもたちの教育機会の

確保ということで拓桃支援学校がございます。拓桃医療療育センターが移転をす

れば，当然その子どもたちの教育機会の確保ということで必要ですので，拓桃支

援学校についてもあわせて整備したいということでございます。 

２の懇話会における検討状況でございますが，６回にわたって開催をしてまい

りまして，11 月に報告書が県に提出をされたというところでございます。懇話会

におきましては，この６回のところで表にございますが，さまざまな観点からの

検討をしてまいりましたけれども，特に建設地について，拓桃医療療育センター

を独立して建設する場合と，こども病院と一体的連携を前提として建設する場合

について，メリット・デメリットを比較して，その上，さまざまな観点から議論

を行って，また，利用者を対象にしたアンケート結果をもとにした議論なども行

ったというところでございます。このメリット・デメリットの部分につきまして

は，お手数ですが，資料の 34 ページを御覧いただきたいと思いますが，通し番号

のページでございます。今申し上げましたのが（２）新拓桃の建設に当たっての

考え方ということで，下の表 15 というところに，独立した施設として建設する場

合と，それから一体的な機能連携を前提として建設する場合について，それぞれ

各委員の皆様からそれぞれのメリット・デメリットを出していただきました。そ

れを整理したものがこれでございます。独立した施設として建設する場合のメリ

ットとしては，当然施設の性格がはっきりしてまいりますので，独立性や統一性

が維持できるということ。ただ，一方，その課題といたしましては，下の①から

③にございますように，ほかの病院との医療連携が可能なのか。独立して建設す

る場合については，幾つかの課題を指摘されていたと。それから，表の右側にご

ざいますが，一体的な機能連携を前提として建設する場合については，こども病

院は，現在の秋保よりは交通の利便性がいいですとか，それから，当然両病院を

受診するようなお子さんがいらっしゃいますので，利便性が高まるといったよう

なことが議論されたということでございます。 
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今申し上げたようなことを整理したものが，参考資料の方に戻っていただきま

して，下の方に一体的連携を前提にした整備というところで矢印が書いてござい

ますが，その下に期待される効果というのがございます。今申し上げたようなメ

リットの部分をまとめたのが，この１から４ということでございます。両施設の

医療スタッフによる総合的なチーム医療，療育サービスの提供ということです。

拓桃医療療育センターには，小児整形の医者が４人，それから小児神経の医者が

５人いまして，それぞれ非常に高度な水準を保っておりまして，東北地方から，

さらにもっと遠くからも患者さんが来るということで，非常にレベルが高いサー

ビスを提供しているということがございます。それから，障害を持ったお子さん

は，最近は重複化というのがございまして，複数科に関わるようなお子さんが多

くなってきているということがございまして，二つの施設を合わせれば医療スタ

ッフによって総合的なサービスが提供できるだろうということが一点です。それ

から，急性期から慢性期，在宅に至るまでの高度，専門的かつ一貫したサービス

の提供という部分でございます。こども病院が急性期の病院で，一方，拓桃医療

療育センターは慢性期の施設ということになります。したがって，急性期から慢

性期，さらに拓桃の持っているものとして家庭への橋渡し，要するに障害を持っ

たお子さんがうまく在宅で生活できるように，母子ともにいろいろ訓練をして橋

渡しができるという機能もありますけれども，それがすべて統合することによっ

て一貫して提供することができるようになると。 

それから（３）でございます。施設設備の共用化による医療サービスの効率化，

施設規模の縮小化です。拓桃医療療育センターにも当然手術室ですとか検査室が

ございますが，それをこども病院にあるものを利用することによって，相当程度

施設の縮小ができると。今のところ概ね 1,000 ㎡ぐらいの施設の縮小ができるだ

ろうと考えております。 

それから（４）でございます。両支援学校の一体的運営による効果的な教育環

境の提供でございます。今，こども病院の中に分教室がございまして，その中で

教育を受けておりますが，拓桃支援学校が移転することによって，その分教室の

子どもたちも拓桃支援学校の方に吸収をするということになれば，格段に教育環

境は向上するだろうというふうに思っています。 

以上のようなことを踏まえまして，結論が出たということで，県としてもそう

いうような形にするということで決定したということでございます。そういった

ことで，ここの懇話会としては，施設を利用する患者，家族に対する一層のサー

ビス向上を考えた場合，こども病院近接地に渡り廊下で接続する形で一体的に整

備することが望ましい，そういったような結論になったということでございます。 

ちなみに，一番下の表１にございますけれども，現在，拓桃医療療育センター

は 11,000 ㎡ほどございます。拓桃支援学校が 5,500 ㎡ほどございまして，こども

病院が 18,000 ㎡ということになります。 

次に，３の計画概要でございます。施設概要につきましては，下の方に表３と

いうのがありますが，こども病院の敷地を活用し，それから，先ほど申し上げま

した宮城広瀬高校の敷地については下の地図をごらんいただきたいんですけれど

も，広瀬高校の左上の角に点線で囲ってある部分がありますが，ここがおおむね

3,500 ㎡ほどということで，こども病院の北側駐車場のＰと書いてあるところで

すが，ここだけですと，今申し上げたような，合わせて 13,000 ㎡ほどの建物にな
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るだろうと想定しておりますが，駐車場をつぶすことになりますし，敷地的にも

なかなか狭いということがございまして，これだけでは建設が難しいということ

で，このような形で 3,500 ㎡ほどを使用させていただくということで進めており

ます。 

それで，拓桃医療療育センターの面積ですけれども，表３にございますように，

13,000 ㎡程度という下に，拓桃医療療育センター8,000 ㎡というふうにございま

す。これが単独で建設する場合はおおむね 9,000 ㎡ほどと想定をしておりまして，

そこが先ほど申し上げましたように，統合することによって 8,000 ㎡ほどに縮小

できるのではないかということで考えております。それからもう一つ，今の拓桃

よりもさらに小さくなっているという理由としては，（１）の２行目にございま

すけれども，以前よりも平均１日在院患者数が減ってきております。それは，新

規の入院患者数はふえておりますが，入院期間がどんどん短縮をしております。

それで，結果的には１日当たりいる子どもたちの数が減っておりますので，そう

いったことを勘案いたしまして，現在 120 床ございますが，それを 80 床程度に縮

小すると。この二つのことから，現在の 11,000 ㎡という建物が 8,000 ㎡ぐらいに

縮小されるということで想定をしているということでございます。それから（２）

の拓桃支援学校の施設面積につきましては 5,000 ㎡ということで，これも西多賀

支援学校の分教室，こども病院にございます分教室を統合していることを加味し

て設定をしたということでございます。次に，（３）必要な部門，諸室の主なも

のにつきましては表４でございます。下にございますように，表４のところを見

ていただきますと，左側に医療，それから次に療育，学校というふうになります

が，医療と療育の真ん中に線で囲ってある，ここが機能を統合できるだろうとい

うふうに考えているというところでございます。 

ページをめくっていただきまして２枚目を御覧いただきますと，上が現在です。

それで，こども病院と拓桃医療療育センターにそれぞれ網掛けをした部分がござ

います。これを統合後ということで，下の絵になりますが，それぞれこども病院

の方に集約したり，あるいはリハビリなどについては拓桃の方に集約するという

ようなことで機能を統合，整備をするということでございます。この絵なんです

が，右端にございますように，面積ですとか，それから場所ですとか，掲示した

部門がすべてを網羅したわけではなくて，あくまでも模式図ということで，学校

が３階，４階で，拓桃医療療育センターが１階，２階というふうに決まっている

わけではありません。模式的に表したものということでご理解いただきたいと思

います。 

また１枚目に戻っていただきまして，今のようなことを検討した結果，それを

簡単にまとめますと表の４のような形になるということでございます。 

それから，具体的な，どういった施設をどのように配置するのかということに

ついては，今後，こども病院の方といろいろと詳細な調整が必要だというふうに

思っていますので，そこはこれからの検討ということでございます。 

次に（４）スケジュール，建設費でございますが，それについては表５，表６

に記載をしております。表５を御覧いただきますと，現時点のスケジュールとい

たしましては，来年 23 年度，24 年度に基本・実施設計を行いまして，24 年度に

高校の移設工事を行うと。それから 25，26 年度に本体の建設工事を行いまして，

27 年度中の供用開始ということを想定しているということでございます。 



- 7 - 

次に，表６の建設費ですが，全体といたしましては 67 億円ということでござい

ます。それで，その他というところの３段目に，高校施設移設関係費というのが

ございまして，これが 3 億 5,000 万円というふうにございます。これは，先ほど

地図で御覧いただいた宮城広瀬高校の部分に，非常に小さくて申しわけないんで

すけれども，プールと柔剣道場と弓道場というのが現在あります。3,500 ㎡を確

保するために，ここにございます施設を，当然教育活動に影響しないようにきっ

ちり移設整備をする必要がありますので，その移設整備に要する経費が 3億 5,000

万円ということでございます。それから，この建設費の中には，こども病院との

一体的整備に伴いまして必要となる，こども病院の改修工事，それから増築工事

の費用も含むということがございます。これは当然，一つの施設とするには，こ

ども病院の必要最小限の改修というのは出てこようかと思いますし，あとは，こ

ども病院本館というところがありまして，それの一番左端に，当初から増設を想

定していた柱だけが立ってある部分がありまして，手術室などは当然増設する必

要があるだろうということで，それを想定している部分があるのですが，今回拓

桃医療療育センターを統合しますと，当然手術とかの件数が増えますので，それ

によってこども病院の方の，今かなり稼働率が上がってきておりまして，一気に

拓桃の手術も全部吸収することはなかなか難しいだろいうことで，当初からこど

も病院として増築を想定した部分をこれにあわせて増築をして，例えば手術室な

どについては増設をする必要があるだろうということで考えておりまして，それ

がこども病院の増築工事ということになります。 

今後の課題につきましてですが，周辺の住宅地，あるいは隣接する施設，ある

いは周辺道路交通など，周辺環境へ配慮した計画立案を行うということでござい

ます。それから二つ目といたしまして，宮城広瀬高校の教育活動に支障を生じな

いように代替施設をきちっと整備をすること。それから，利用者が利用しやすく，

機能連携に配慮した施設整備，あるいは駐車場の台数の確保でございます。それ

から，施設の円滑な運営ができるように将来の組織体制をどうするのか，あるい

は運営形態をどうするのか。最初に申し上げましたように，運営形態につきまし

ては，今後一体化をする方向で検討をするということを申し上げましたけれども，

それをどのような形でやるのかというのを検討が必要であるということでありま

す。 

最後に，評価調書で，評価結果について簡単にコメントをさせていただきたい

と思います。評価調書の５ページからでございます。 

５ページの１の，事業が社会経済情勢から見て必要であるかどうか。この部分

につきましては，これまで御説明をしてまいりましたように，拓桃については引

き続き障害児のためのさまざまな対応が必要だということで，現在の社会情勢か

ら見て必要であると判断をしております。 

続きまして次のページ，２でございますが，県が事業主体であることが適切で

あるかどうかという部分でございます。県立の肢体不自由児施設として拓桃医療

療育センターを行っておりますが，他県では社会福祉法人が行っているケースも

ございます。ただ，宮城県内についてはこれまで県立でやっておりまして，それ

から，最初に申し上げましたように，拓桃医療療育センターは大変水準の高い治

療を行っておりまして，現時点で県内において，このような事業を行うところは

ないということで，これも県が事業主体であることについては適正ではないかと
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考えております。 

次に，３の時期でございますが，これにつきましては，拓桃医療療育センター

は老朽化しておりまして，緊急な対応が求められているということでございます

ので，これも適当と考えております。 

それから，４の事業の手法につきましては，ＰＦＩの導入調整会議において従

来方式による手法が妥当と判断しているというところでございます。 

次，７ページの５，事業の実施場所ですが，これにつきましても，こども病院

との一体的な機能連携ということを考えると，やはりこども病院の敷地内で整備

をするということがやはり必要だろうということで，実施場所についても適切で

あろうと考えております。 

それから，６の社会経済情勢から見て効果的であるかどうかということですが，

これについても拓桃医療療育センターとこども病院が統合することによって，複

数科の診療科によるさまざまな総合的なサービスが提供できるということで，そ

れも 1,000 ㎡程度の施設の縮小化ということもありますので，これについても効

果的であると判断をしております。 

次のページでございますが，７の事業実施に伴う環境への影響でございますが，

これについても十分に環境に配慮した計画立案を行ってまいりたいというふうに

考えておりますし，環境負荷の低減などについても十分配慮していきたいと考え

ております。 

８の想定される事業リスク及び当該リスクへの対応策でございますが，様々ご

ざいますけれども，周辺住民などに対して十分な配慮を行いながら進めてまいり

たいと思っております。 

最後に，９の事業の経費が適切であるかどうかという部分でございます。事業

費については先ほどご説明したとおりですが，財源内訳でございますが，そこに

62 億円ほどが起債ですね。それから，地域医療再生基金というのが１億円という

ことで最終計画の中に計上されておりますので，それを充てたいと考えておりま

す。それから維持管理費ですが，これは 50 年間の維持管理費というのを想定して

おりますけれども，トータルで 82 億円，その財源内訳といたしましては，診療報

酬が 28 億円，一般財源が 54 億円ということで考えております。 

以上のとおり，拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整備事業について評価を

行いました結果，適切と判断したところでございます。以上でございます。 

 

増田部会長  御説明ありがとうございました。それでは，質疑に移りたいと思いますが，先

ほどの県からの御説明について，意見や質問等があれば，委員の皆様よろしくお

願いします。 

 

福 田 委 員  現在の拓桃医療療育センター，支援学校について，移転後はこれらの施設をど

うされる予定なのでしょうか。また，西多賀支援学校のこども病院分教室も，拓

桃支援学校に統合するということですので，空き教室はどうされる予定でしょう

か。 

        

      障害福祉課   現在の施設につきましては，現時点でその利活用方法について固まっているわ

けではございません。これにつきましては，それなりの広い敷地もありますし，
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建物もございます。ただ，病院の方はかなり古いですので，そのまま使うという

のも，なかなか難しいかもしれませんけれども，現時点で現在の施設の活用方法

が固まっているということではございません。今後検討していくということでご

ざいます。 

福 田 委 員  その場合に，例えば何もしないといっても，施設の規模が大きいので，維持管

理など通年ベースでのコストがかかるのではないかと思うのですが，その辺りの

コストというのはどの程度見込んでいるのでしょうか。 

 

障害福祉課  今のところ詳細に詰めておりませんけれども，やはり建物をそのまま残す場合

には機械警備などというのは当然必要ではないかというふうに思いまして，そう

いったような費用は出てくるのではないかと思っています。 

 

特別支援教育室  西多賀支援学校のこども病院分教室ですけれども，これは，現在はこども病院

のある一角，部屋をお借りして分教室として使わせていただいております。です

から，教室の体をなしていないのがもともとでございます。それで，今回の拓桃

医療療育センターの移転を機に，拓桃支援学校もついていきますが，それと同時

にこども病院内にある分教室を支援学校の方に教室をつくって移すということ

でございます。そういったような考え方でございます。 

 

福 田 委 員  こちらの拓桃支援学校には，例えば平成 21 年，22 年ですと，どのぐらいの児

童が通学といいますか，暮らしているのでしょうか。 

 

特別支援教育室  それでは，調書の５ページをお開きいただきたいと思います。５ページの一番

下，拓桃支援学校の欄がございます。実は拓桃支援学校に通う子どもたちは，治

療，手術とかを受けるために拓桃医療療育センターに入院する子どもたちでござ

います。その期間の入学者数でございますので，まず結論から申し上げますと，

入退院がございますが，今年度一番多い時期で 43 名でございます。年度始め，

年度末にはもともとの在籍している学校へ帰るという傾向がございますので，年

度始め，年度末は減ります。ただ，５月あたりからずっと伸びていって 10 月，

11 月だと，今言ったように，今年度ですと最大で 43 名でございます。ついでに，

こども病院の分教室の方は，きょう現在で７名の子どもが入院して教育を受けて

おります。 

 

増田部会長  他にございますか。 

 

西 出 委 員  まず，今の質問と関連して，参考資料中，期待される効果（４）で教育環境の

向上ということが述べられていますが，一体化することによって，どんな効果が

具体的にあるのかということをお伺いしたいと思います。 

移転，一体化後，学級規模はどうなるのかということ。現在は少人数制で学級

編成されている状況だと思うのですが，それが，こども病院の生徒さんと一緒に

なることによって，そういった教育環境がどうなるのかというのが一つです。 

もう一つは，こども病院の課題として家族支援体制の構築ということを挙げら
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れていますが，一体化することによってそれがどう解消されるのかということで

す。 

       もう一つが経費の効率性についてです。以前，こども病院を訪れた時，本当に

立派な施設で，入院している子どもたちに，夢を与えるようなすばらしい施設だ

と感じました。ただ，税金を使って，これほど立派なものをつくる必要性と効率

性のバランスというのは難しいところだと思うのですが，今回はその辺りをどう

考えておられるでしょうか。 

また，運営主体については，具体的にどう考えているのか教えていただければ

と思います。 

 

特別支援教育室  まず，どういった教育効果があるのかというところでございますが，先ほども

申し上げましたように，こども病院に学ぶ子どもたちは病棟の一角をお借りして

おりまして，そもそも教室の体をなしていないところで学んでいるということが

ございます。ですから，通常の学校であれば，例えば図書館というのがあります

が，そういったような施設もないということですので，拓桃医療療育センターの

移転を機に，支援学校もまいりますので，教室を確保するということで，図書館

等の特別教室も確保していく。いわゆる教育環境をいいものをつくるということ

でございます。 

       なお，拓桃支援学校の子どもたちは肢体不自由という障害区分になります。と

ころが，こども病院に学んでいる子どもたちは病弱という，支援学校の中ではそ

ういう区別を法的にいたしております。表現が悪いですけれども，拓桃支援学校

の中にまとめた場合には，そういった障害区分に応じた教室はそれぞれ確保をす

るということです。ですから，肢体不自由部門の教室を確保すると同時に，こど

も病院で学んでいる病弱の子どもたちの教室もきちっと確保すると。ただ，体育

館とか図書館とかは供用部分が出てくるかとは思いますが，そういった面での教

育環境の効果が私たちはあるというふうに思っております。 

 

障害福祉課  ３点あったと思いますけれども，まず，こども病院の課題として，家族支援体

制の構築という部分です。そこはどのようにということですが，拓桃医療療育セ

ンターについては，先ほど申し上げましたけれども，在宅への橋渡しというとこ

ろをこれまで一生懸命やってきたと。それは具体的にどういうものかといいます

と，障害を持ったお子様が生まれた時に，在宅へ戻ると親がいろいろ保護すると

いいますか，育てることになりますが，それがなかなか難しいので母子入院とい

うことをやったりします。そうやって在宅に戻ってもちゃんと子どもの面倒を見

れるように，そういったようなことをやっているんですが，そういうことも含め

て，拓桃にはそういう在宅への橋渡しという家族支援の部分もあります。一方，

こども病院の方はどうしても急性期の病院ですので，そこは問題点としてはあっ

たとしても，なかなか十分手が回っていなかったというところがありますので，

そこは拓桃のこれまでのノウハウを使って，お子さんが在宅に戻ったときにちゃ

んと受け入れられるような家族への支援体制，そういったところはきちっと機能

できるようになるのではないかなということは一つ考えております。 

       それから，２点目の拓桃の施設がこども病院と比較してどうなるのかというこ

とだと思いますけれども，当然拓桃の事業費については，他のいろいろな同様の
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施設を参考に積算をしておりまして，１㎡当たり単価でいえば明らかにこども病

院よりは低いので，そこは予算の範囲内といいますか，必要な範囲で整備してい

くということになろうと思います。 

       それから，３点目の運営主体については，これも，これからこども病院と十分

調整をしていく必要があると思っておりますが，県立か独法かのどちらかしかな

くて，県立こども病院が戻るというのはなかなか考えにくいと思いますので，こ

ちらとしては独法化ということで調整していくというのは基本的なスタンスだと

いうふうに思っています。 

 

西 出 委 員  ありがとうございました。 

 

増田部会長  他にございますか。 

 

京 谷 委 員  先ほど，こども病院の方の患者数が増えているというお話がありましたけれど

も，その県外からの患者数の推移というのはどうなっているのでしょうか。それ

とあわせて，今の支援学校の方の，県外から来られている方の人数が分かれば教

えてください。 

 

障害福祉課  拓桃につきましては，大体 10％をちょっと超えるぐらいの方が県外から入所し

ています。こども病院についての県外の比率は，同じように 10％をちょっと超え

たぐらいで推移しております。 

 

京 谷 委 員  そういう県外から来られた方々に対し，在宅での療育に関する支援などは，県

内における子どもたちと同じようなレベルでできるのでしょうか。 

 

障害福祉課  個々のケースで様々だと思いますけれども，やはり入所している間，あるいは

入院している間は同じようにできるかと思いますが，退院してしまってから，病

院，あるいは施設の方から出ていくというのはなかなか難しいと思います。拓桃

の場合，当然ずっと通ってくるケースがありますので，そういった場合は同じよ

うにサービスはできますけれども，では県外の方が，そのように通ってくるかと

いうと，やはりそれは限界があろうかと思いますので，あくまでも，やはり病院

なり施設の中でのサービス提供ということにはなってしまう。その範囲では同じ

ことはできるだろうというふうに思います。 

 

特別支援教育室  それから，先ほどの件でございます。こども病院では４月８日現在，８人学校

に通っておりましたが，８人とも県内の子どもという報告でございます。 

それから，仮に県外の子どもが入院して，学校で学びたいという場合には，県

内の子どもさんと全く同じ条件で，親御さんが希望すれば入学させます。これは，

他県の教育委員会及びその子どもさんが住んでいる市町村の教育委員会とやり取

りしまして，希望すれば県内のお子さんと同じように，支援学校に入れるという

ことにしています。 

 

小 林 委 員  現在，両施設で 17,000 ㎡くらいの面積で，施設を共用することにより，面積が
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13,000 ㎡程度に減らせるということでしたが，懇話会の中で出されている条件や

希望がどの程度満たされるのでしょうか。かなり縮小されるので，今利用してお

られる方々が将来的にこの病院に希望するものと，かけ離れたものにならないか

なと思うのですけれども。 

 

障害福祉課  先ほど御覧いただいたＡ３版の２枚目の資料ですが，これは懇話会に提出した

資料そのままです。それで，懇話会の報告書の中にもあるんですけれども，すべ

て先ほど私が説明申し上げたようなことを全部説明申し上げて，当然こども病院

とも打ち合わせをして，こういったような機能の統合は可能だろうたいうことを

全部調整した上で，このような報告書にまとめておりますので，面積が減ったこ

とについては，懇話会でお話ししたことと現在では同じですので，そこから面積

を機能統合によって大きく削減したとか，そういうことはございませんので大丈

夫です。 

 

小 林 委 員  今のＡ３資料の２枚目の方に書かれていない図書室なども，先ほどのお話では

きちんとできるということですよね。共用部分を除いてなくなるというものはな

いわけですね。 

 

障害福祉課  基本的には，拓桃についても学校についても，今やっていることを同じような

レベルでやるということでございます。拓桃医療療育センターの方については１

日当たりの平均の人数が減っていまして，それで 120 床から 80 床に削減すると申

し上げましたけれども，それに伴う面積の減と，それから機能統合による面積の

減，そういったことで考えていますので，今あるものを無くすということは考え

ていません。 

 

小 林 委 員  もう一つですが，他県からもいらっしゃるということですけれども，近県には

宮城県が持っているような，このような施設というのは無くて，やはり宮城県が

優れているので，宮城県に来るという状況なのでしょうか。 

 

障害福祉課  基本的には他の県にも，例えば肢体不自由児施設ですとか，それから重症心身

障害児の施設ですとか，そういったものはやはり必要に応じてございます。ただ，

肢体不自由児施設の根幹であります小児整形外科という部門については，拓桃に

いるお医者さんたちのレベルが非常に高いので，手術ですとか，そういった部分

は東北各県，あるいは関東の方からも来るケースがあるということです。施設が

全く無いわけではないのですが，手術とか医療のレベルが高いので，他県から来

られています。 

 

小 林 委 員  その分期待されているというわけですね。 

 

障害福祉課  そういうことです。 

 

奥 村 委 員  施設，敷地のことですけれども，肢体不自由のお子さんを対象にするというこ

とで，例えば災害時にきちんと避難ができるのかということや，そういうことを
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考えたときに，敷地がかなり狭いところに，無理をしてという言い方はよくない

のですが，工夫をして，ある程度密度を使ってというやり方で建設した場合，果

たして現在の施設が持っているような形と同じレベルで，避難等に対し余裕が持

てるのかということをお伺いしたい，それが一つ目です。 

       それから二つ目は，建設を予定されているところは，こども病院の駐車場とい

うことですけれども，駐車場を減らし，しかも施設としては増えることになるの

で，駐車場の容量は大丈夫なのかという，その点をお伺いしたいと思います。 

 

障害福祉課  まず一点目の，災害時等の避難のことですけれども，参考資料の表１に，現在

の建物について概要が書いてありますが，拓桃が３階建て，それから学校の方が

４階建て，それからこども病院が４階建てというのが現在の建物でございます。

今回建てようと思っていますのが，概ね４階になるだろうということで，今の施

設よりも急に高くなるということはありませんが，今お話がございましたように，

多少敷地が奥の方にまいりますので，それはやはり我々としては課題だと，重要

なポイントだというふうに思っておりまして，そこは建物をつくる際ですとか，

さまざまな点で十分工夫していく必要があるだろうと思っています。ただ，基本

的には現在の建物と同程度の高さですので，そこはクリアできるだろうと思って

おります。 

       それから駐車場につきましては，こども病院本館の右下に，Ｐと記載がござい

ますけれども，ここが今駐車場になっております。駐車場の全体の確保について

はまだ調整している部分がございますけれども，ここを立体にするとか，あるい

は県営宮城広瀬住宅の上に広い土地があるんですけれども，ここは県有地でござ

いまして，ここを活用するとか，まだ検討中ですが，十分な台数はきっちり確保

していきたいというふうに思います。 

 

浅 野 委 員  評価結果の８に対応するのかと思いますけれども，まず財政面ですが，経営的

に見て，現在のこども病院の経営状態がプラスなのか，マイナスなのか。       

それから，療育センターの管理部分に関する収支というのはどうなっているのか。

それが統合することによって，将来，どう変化すると予想しているのか。その辺

りをまず教えていただけますか。 

 

障害福祉課  まず，こども病院につきまして，子どもの医療というのは非常に人手がかかり

ます。それで，どうしても負担感という部分があります。それからさまざまな政

策医療もやっているということで，現在，県の方から年間 16 億円ほど支出してい

ます。今年度になりまして，かなり病床の稼働率も上がってまいりまして，それ

から外来もかなり増えています。そういったようなことで，これからは，今まで

よりは相当収支は向上するだろうと思いますが，これまではこういった状況でご

ざいました。 

それから拓桃については，平年ベースで財政が７億円から６億円ぐらいの収支

差がございます。これにつきましては，同じように肢体不自由児施設ということ

でございまして，なかなか採算が取れにくいということがございます。それで，

これから一体化することによって，ここのところが何か大きく改善する要因があ

るかというと，まず，統合すれば管理部門が当然人員的に一体化できますので，
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人件費の削減，あるいはさまざまな施設管理の部分について，それぞれ別々にや

るよりは一体化をした方が，当然効率化が図れると思いますので，そういったよ

うな効果というのは当然出るだろうと思っています。ただ，具体的にその辺りの

収支差については職員数まで全部出さないと出ませんので，現時点で明確な数字

が出ているわけではありませんけれども，効果としてはそういうことがあるだろ

うというふうには思っております。 

 

浅 野 委 員  独立行政法人として，将来的に重いものを背負っていくという形になるのです

かね。 

 

障害福祉課  現在，県立で拓桃を運営しておりまして，そういったような収支ではあります。

それで，独立行政法人になったから，そこを全部自分でやりなさいということに

は当然ならないと思っておりまして，そういう政策的なことをやっているわけで

すので，そこはきちっとルールをつくることになるとは思いますが，当然こども

病院に全部負担を押しつけるということはないと考えております。 

 

浅 野 委 員  もう一つ，評価結果９の事業経費の関係ですけれども，維持管理費については

50 年間の累計ということで数字を出しておりますが，この数字というのは，建設

費との関係で出しているのだと思うのですが，そうしますと，既存部分であるこ

ども病院を除いた，新設に係る部分の経費として挙げているということになるわ

けですか。 

その次に，財源内訳の中に診療報酬等と書いてありますけれども，この診療報

酬等についても相互に関連したところがあると思いますけれども，そうすると，

こども病院ではなく，拓桃医療療育センターの診療報酬が対象になっているとい

うことでしょうか。 

 

障害福祉課  維持修繕，補修などについては新しい建物をもとに算出しておりますが，管理

につきましては，120 床から 80 床に下げれば体制も当然縮小しますし，変わって

くるとは思います。しかし，現時点でそれでは何人にします，というところまで

は，大変申しわけないですけれども，そこまでは算出しておりませんので，管理

経費については現時点のものを参考としております。収入についても同様です。

したがって，この財源内訳につきましても，拓桃に限った部分ということでご理

解をいただきたいと思います。 

 

西 出 委 員  調書の 76 ページに，利用者に対するアンケート結果が出ているのですが，こ

れからの施設設備に望むことという質問に対し，５番目に「付き添いが泊まれる

スペース，マクドナルドハウスのような建物」という回答が挙げられています。

先ほど，母子入院というお話しもありましたが，この辺りについてどのようにお

考えでしょうか。 

 

障害福祉課  まず，この５番目の回答について，現在，秋保にございますので，手術をする

ときに，確かに保護者の方が泊まる場所がありせんので，中にはマクドナルドハ

ウスを利用している方も結構いらっしゃいます。今回，移転ということになれば，
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ずっと便利になると思います。それから先ほど申し上げた母子入院についても，

当然，現在やっているようなことは新しい施設になっても，引き続きやっていく

ということで考えております。 

 

増田部会長  確認ですが，平成 15 年にこども病院がオープンする前に，おそらく拓桃との一

体化は考えられないのかというような議論があり得たかと思うのですが，今さら

という感じもありますが，その当時はどういう議論だったのでしょうか。 

 

障害福祉課  平成９年頃にこども病院の検討組織ができたのですが，かなり以前のことで，

詳細が表立って議論されたかどうかというのはなかなか確認ができないのですけ

れども，我々の知っている限りでは，やはり急性期の病院ということをメインに，

急性期のこども病院というのは，どういったような診療体制が必要かというとこ

ろが議論されていて，それで，拓桃については基本的には肢体不自由児施設，リ

ハビリということになりますので，拓桃については当然，現時点よりも 10 年以上

も前ですから老朽化は進んでいないとは思うんですけれども，基本的には小児医

療を急性期，それからリハビリ全体で連携をしていって役割を果たしていくとい

うような議論がされたということは聞いております。 

 

増田部会長  それぞれ両方に事情があって，おそらくこども病院としては，拓桃との総合調

整などを行っているよりは，できるだけ早く，こういう施設が欲しいというのが

重要なテーマだったのではないかと考えられるのではと思います。 

       もう一つですが，この広瀬高校のプール，柔剣道場等が取り壊しになるという

ことですが，これは新たにどこに建つことになりますか。先ほど広瀬住宅の後ろ

が県有地だという話がありました。広瀬高校としては校庭が減ってしまうのか，

それとも新しく，例えば県有地の方にこうした施設ができて，校庭としては減ら

ないのか。 

 

障害福祉課  現在，調整しておりまして，基本的には土地を使用させていただいてというこ

とが前提にありますので，教育活動に影響しないように，こうした施設はきっち

り移転するのが当然なのですが，具体的にその場所については，いろいろと教育

委員会の方と現在調整中で，まだ確定はしておりません。 

 

奥 村 委 員  今の事とも関連するのですが，広瀬高校自体，まだ新しい施設かと思いますが，

将来的にキャパシティが足りなくなり大きくするとか，建て替えるという課題が

現在あるのでしょうか。それともそういうことは全くないのですか。 

 

施設整備課  宮城広瀬高校は昭和 58 年に建設が始まりまして，築 27 年経っております。生

徒数の推移も一定でございまして，この学校については，今後の県立高校将来構

想の再編の対象ということにはなっておりません。このまま存続するというのが

現時点での考え方でございます。 

 

小 林 委 員  先ほど駐車場の話が出ていましたが，懇話会の資料には，車いすの利用が多い

ので，荒天の時はスムーズに濡れないで出入りできるような施設が望ましいとい



- 16 - 

うふうに書かれています。この広瀬高校の法面の方にばかり建物ができるわけで

すけれども，こども病院と拓桃医療療育センターにスムーズに入っていけるよう

な駐車場というと，今ある駐車場だけしか利用できないのですが，ここには間に

高校の建物があるので，本当に荒天時でもスムーズに出入りのできるものになる

のだろうか，スペースの問題もあるのでしょうが，建物がじゃまになるのではな

いかという気がするのですけれども，その辺りはいかがでしょうか。 

 

障害福祉課  懇話会の中でも，今お話があったように，ほとんどが車いすの方であり，従っ

て連れてくる親御さんも車で動くということですので，駐車場，それから乗り降

りのしやすさという部分についてはかなり指摘をされております。それで，現在

の拓桃医療療育センターについては，建物の前に屋根が架かっています。そこに

車を停めて，乗り降りできるようにしています。そのような形で，雨の時でも乗

り降りができるような乗降スペースというのは当然確保していきたいと思ってい

ます。 

あとは，先ほど申しましたように，具体的に駐車場については，こちらとして

はできるだけ近いところが必要だろうというふうには思っており，現在調整中で

すけれども，少なくとも乗降スペースについては，きちんとした整備を当然行っ

ていく必要があると思っています。 

 

増田部会長  現地調査の際に，アプローチの在り方に関して，少し意向が見えるかもしれま

せん。 

 

西 出 委 員  調書の 65 ページ，これからの拓桃に望むことの中に，例えば母子入所病棟の

独立化ということで，他の入院患者とは別に母子入所単独病棟でのサポートや父

親も参加できるようなプログラムの記載があります。また，高等部の設置なども

書かれておりますが，その辺りについて教えていただきたいと思います。 

 

障害福祉課  別の母子入院病棟というのはなかなか難しいと思います。要するに，別建てと

いうのはなかなか難しい。現在もそうなっておりません。ただ，要はきっちりと

そこで，そういうサービスができるようにということで，区切ってということだ

と思いますので，そこは施設を設計していく中で，十分対応できると思っており

ますし，そのような形で実施したいと思います。 

       それから，父親も参加できるようなプログラムをというようなこともありまし

た。そこはこれからの話になりますが，利用者の方々からこういうご意見を伺い

ましたので，どういったものが可能なのかは，拓桃の方とこれから検討していき

たいと考えています。 

 

特別支援教育室  高等部の設置ということでございますが，ご存知かと思いますが，現在，拓桃

支援学校は小学部，中学部のみの設置でございます。肢体不自由のお子さんは知

的には遅れがないのが通常でございますので，高等部というよりも高校の進学に

当たっては普通高校へ進まれるお子さんが多いので，いまだに拓桃には高等部が

ないということ。肢体不自由の高等部という意味では，あえて言うならば，船岡

支援学校というのが一つあることはございます。ただ，入院しながらの高等部へ
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ということは今まであまり需要がなかったという部分でございました。 

 

増田部会長  ＰＦＩの議論はあまりメリットがないので，ということですが，こども病院自

体は完結した施設として設計され，つくられているということがあります。そこ

に，新たに渡り廊下で新しい施設をつくるということで，その施設配置が難しい

のではないかなと個人的には思っています。ただ一方で，今度つくるものについ

ては，なるべくコストを下げてつくらなければいけないという命題もあって，現

有と新しいところのマッチングでは，建築家の人たちも含めていろいろな議論が

必要かと思う一方で，コストを下げるためには単純なデザインにするということ

になると思うので，なかなか新しい施設の設計体制は難しいと思っています。 

具体的に今後の進め方，こども病院の設計者の方との調整など，いくつか論点

があると思うのですが，何か考えていることはありますか。 

 

障害福祉課  まずＰＦＩにつきましては，今回建てる部分で積算をしたところ，やはりＶＦ

Ｍというのは発生しなかったというのがまず一点ございまして，それで効果が発

現されないという判断がありました。もう一方，その数字的なものとは別にして，

部会長がおっしゃったように，既に単体で動いている施設があって，もう一つ追

加する施設の一方だけにＰＦＩを導入できるかというと，やはりそこは非常に難

しい。それから，独立行政法人にもし全体でなる場合は，この施設をどういう形

で県が持っているか，貸すとか，あるいは出資するという，さまざま形があると

思いますので，やはりそのまま分離してＰＦＩというのは難しいなということも

ございました。 

それから，現在の建物とうまく整合性を取るというか，人の動線がうまく動け

るような形で施設配置をしなければいけないと思っておりますので，そこはこど

も病院の方と，それから拓桃医療療育センターと我々と，いろいろ検討する会議

を設置して，さらに拓桃利用者の方も交えて，十分慎重に議論をしていきたいと

考えております。 

 

増田部会長  それでは，審議のまとめに入りたいと思います。 

       いくつかの課題が挙がっております。まだ，数字上も含めて，今後検討しない

といけない問題というのはかなり残っているということですけれども，原則とし

ては，二つの施設をうまくすり合わせることで，より効率的で高度なものが進め

られるのではないかという，基本的にはそういう方向での議論だったと思います。

それぞれ，医療部門，福祉部門，教育部門のいくつかにまたがって議論しないと

いけない課題が，まだ残されているということでしたが，評価調書にもあるよう

に，施設の配置計画やその機能，利用者の利便性，その他，利用者から出されて

いるアンケートの要望書なりといったものも含めて，より良い計画に高めていく

という，そういう作業が残っているということだったと思います。 

       以上，午前中の審議を終わりにしたいと思いますが，もし委員の方から特にこ

ういう問題をというご要望があれば，最後にお聞きして終わりにしたいと思いま

すが，よろしいでしょうか。 

       それでは，午前の審議はこれで終わりにいたしまして，事務局に戻したいと思

います。 
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司   会  委員の皆様，午前の部の審議，お疲れさまでした。 

       本日の部会は，午後から現地調査を実施していただきますので，早めに昼食を

おとりいただきまして，12時 30分までに県庁１階正面玄関にお集まりください。

なお，県庁内には，１階にコーヒーショップ，２階には食堂とコンビニエンスス

トア，それから 18 階には，先月 25 日にオープンしましたレストランがございま

すのでどうぞご活用ください。 

       それからこの会議室でございますが，出発まで御利用いただけることにはなっ

ておりますが，もし席を立つ場合には貴重品だけはお持ちになっていただきたい

と思います。 

       何か他に御質問等ございませんでしょうか。 

       それでは以上で，午前の部は終了いたします。 
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宮城県行政評価委員会大規模事業評価部会 

 

議事録署名人  西出 優子 

 

議事録署名人  福田  稔 

 


